
 

 

消防職員行動指針「私たちの信条（クレド）」の策定及び 

「ハラスメント予防・対応ハンドブック」の作成について 

 

 

 社会状況の変化とともに、職員の価値観も多様化しており、職場環境を適切に整えて

いくことの重要性が高まっております。 

 このような変化にしっかりと対応していくため、これまで消防本部では職員研修の充

実や相談窓口の設置・拡充などの取組みを進めてきました。 

 今般、更なる取組みとして、消防本来の目的を明確化し、全消防職員が同じ目標に向

かって業務に取り組めるよう、基本理念を明文化した「私たちの信条（クレド）」を策

定するとともに、ハラスメントについても、全職員が共通認識を持つことで再発防止に

繋がるよう「ハラスメント予防・対応ハンドブック」を作成しました。 

 

１ 内容 

 (１) 私たちの信条（クレド） 

    市民の安心・安全を守るため「市民の笑顔」「仲間の信頼」「私たちの誇り」

を基本理念とし、職員間の信頼関係を築く姿勢に重きを置いた行動指針です。 

また、それぞれの階層ごとで意識すべき「大切な姿勢」を設定し、コミュニケ

ーションを大切にした活動を展開します。 

 

 (２) ハラスメント予防・対応ハンドブック 

    本ハンドブックは、職員一人ひとりがハラスメントに対する正しい認識を持ち、

未然に防止に努めるとともに、相談窓口を中心とした迅速な対応が図られるよう 

必要な事項を整理・明確化したもので、指導者が意識すること、部下が意識する 

こと等を明確にし、互いの人格を尊重しながら、公務能率の向上を図るとともに、 

働きやすい良好な職場環境づくりを推進することで「市民を守る」という消防の

使命を達成することができるチームとなることを目的として策定したものです。 

 

２ 消防職員への周知 

  「私たちの信条（クレド）」については、カード化した 

ものを職員が携行し、「ハラスメント予防・対応ハンドブ 

ック」については、Ａ５サイズで印刷したものを職員へ配 

付し、職員一人ひとりの意識の向上に努めております。 
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ハラスメント予防・対応ハンドブック【概要版】 

 

【目的】 

本資料は、全職員が互いの人格を尊重し、健全で働きやすい職場環境を確保するこ

とを目的とする。ハラスメントは個人の尊厳を侵害するだけでなく、組織全体の機能

低下を招く重大な問題であり、未然防止と迅速な対応が不可欠である。 

 

【ハラスメントが及ぼす影響】 

・職員に対する影響 

（１）名誉、プライバシーなど個人の尊厳を害します。 

（２）職務の能率が低下します。 

（３）精神や身体の健康を害します。 

（４）ハラスメントに耐えきれずに退職せざるを得なくなることもあります。 

・職場に対する影響 

（１）職場の人間関係を悪化させます。 

（２）職場の士気を低下させます。 

（３）職場の秩序を乱します。 

（４）公務の信頼性を失墜させます。 

 

【ハラスメント行為者の責任】 

ハラスメント行為は、態様によっては信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非行などに該当して、懲戒処分の対象となるほか、内容により刑事責任・

民事責任（損害賠償）を問われる場合がある。また、相談したこと、事実関係の確

認に協力したことなどを理由とした不利益な取扱いは禁止されている。 

 

【主なハラスメント】 

・パワーハラスメント 

優越的関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境を害する行

為、身体的・精神的攻撃、孤立、過大・過小要求、個の侵害等が含まれる。 

・セクシュアルハラスメント 

意に反する性的言動により、不利益または就業環境の悪化を招く行為、対価型・

環境型がある。性別・立場を問わず成立する。 

・妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント 



制度利用の妨害、不利益示唆、嫌がらせ等、業務上必要な調整との区別が重要で

ある。 

・ハラスメントハラスメント 

過度な指摘や誤解により、職場の萎縮を招く行為、適切な理解が必要である。 

 

【防止・対応】 

 ハラスメントをしないようにするためには、職員一人ひとりが次の事項の重要性に

ついて十分認識することが必要です。 

〇お互いの人格を尊重しあうこと。 

○お互いが仕事を進める上での大切なパートナーであるという意識を持つこと。 

○性別により差別しようとする意識をなくすこと。 

〇職員：相手を尊重した言動、ハラスメントをしない・させない意識 

〇周囲：見過ごさず支援・通報 

〇管理職：風通しの良い職場づくり、早期把握と適切な対応 

 

【相談体制】 

相談窓口の設置：秘密保持を徹底、不利益取扱いの禁止、組織として事実確認を行

う。 

 

【消防組織における留意点】 

階級制度や厳しい訓練の中でも、暴言・暴力は許されない。指導は、信頼関係を前

提とし、ハラスメントは人材育成を阻害し、市民サービスの低下につながる。 

 

【まとめ】 

ハラスメントは個人の問題ではなく組織全体の課題である。信頼関係の構築、適切

な指導、円滑なコミュニケーションにより未然防止を図ることが重要である。 


